
令和 4年 12月 吉日 
保護者の皆様 

 (家庭数) 

                                     日野市立夢が丘小学校 
                                     PTA 会長 佐藤 朋 

 PTA 副会長 大澤 陽介 
 

第 4回 PTA 運営委員会だより 

平素より PTA 活動にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。11 月 21 日に第 4

回運営委員会を行いましたので、報告事項、検討事項等を皆様にお知らせいたします。ご質

問等がございましたら PTA役員までお気軽にお申し出ください。 

出席者：運営委員 7名  

〇議題： 

1. 活動報告：事前に作成した書面にて確認し、会議の場で各委員が報告することは省略。 

2．役員負担軽減の為 Piita(ピータ／PTA運営ツール／https://piita.jp/)を導入します。 

(1)Piita とは、PTA運営ができるウエブサービス。会費の支払い、アンケート回答管理 

子供名簿、引き継ぎ、メール送信などができるツール。ブラウザでログイン。 

(2)アンケート機能を使って総会開催可能。 

(3)第 2弾アンケートで、会員及び先生方に Piita への登録を依頼予定。 

(4) 39メールはやめます。役員が連絡ツールとして活用しているラインワークスはチャ

ット機能があるため、継続します。 

3．会費について 

(1)活動縮小すると、活動費はどのくらい必要になり、会費はいくらにするか、また、会 

費を払っている会員が、会費を払っていない非会員の分まで諸費用を負担するのは不 

公平だという声がある一方で、PTAという組織の性格上、会員非会員で差をつけるこ 

とはできないため、来年度も会費無しにするか否かについて議論しました。 

(2)加入を促す為、新一年生からは会費を徴収せず役員もならなくてよいことにします。 

4．校外活動について 

会員から以下の情報がありました。通学路見守りの旗振りの人が通学路に立ってくれて

いるだけで、学校へ行ける子供がいるそうです。学校に行きたくないなと思っている子

供に、通学路見守りのおじさんが声をかけて促してくれると学校へ行けることがあるそ

うです。そういう意味では本当に地域の方に守られています。PTAが休止になったから

といって校外活動を無くすわけにはいかないのではないでしょうか、とのご意見があり

ました。 

5．最低限、役員が何名いたら運営が可能か検討しました。 

・会長副会長はやめて共同代表にしてはどうか、リーダー的な役職にすると、ハードルが

高い。新入生の前で PTAの説明をする必要があるが、人前に立って説明等が苦手であれ

ば、おたよりで PTAの説明と、QRコードを配布するだけでよい。 

・会計 2名と学校連絡係は必要。 

・役員会 10名(保護者のみで 10名、プラス教職員 2名、副校長と会計担当)  

・内訳は、共同代表(会長副会長)3名(内、1名副校長)、書記 2名、会計 3名(内、教職員

1名)、その他委員 4名は必要か。 

・学年委員、校外地区班長は無くす。 

6．規約等の変更について 

※上記の運営形態にするためには、PTA規約を変更する必要があります。規約変更の臨時

総会を近日中に 39メールにて開催予定しています） 

 (1)「会長」「副会長」→統合して「共同代表」 

  役員を引き受けてくださる方の心理的ハードルを下げ、会長の仕事を一人でなく二人で

行うことにより負担軽減。 

(2)役員→「運営委員」 

  以前は「本部」があり、「本部」の仕事をするのが「役員」だった。現在「本部」はな

くなり、この仕事は「運営委員」が行っているため、表記を統一。 

 (3)役員の人数をさらに減らす。 

(4)「学年委員会」、「校外委員会」、「特別チーム」は削除。少ない人数で役員の仕事

を行うため。 

(5)細則 3・内規《委員選出方法》 

・「校外地区班長」削除。 

  ・「立候補者のみとする」※今年度第１回運営委員会にて決定事項 

・「次年度役員は３学期に選出する」条文を足す。 

    役員は立候補者のみとなりクラスごとに役員を選出する必要がなく、クラス替え関係な

く立候補者を募ればよいため。 

・「役員は新 2年～新 6年から」新１年生は役員免除とする。PTAがどんな組織かわから



ない状態で役員をやらせるのは無理があるため。 

7．役員立候補者が 9名以下だった場合、役員立候補者の負担を考え、活動休止にします。

会費（通帳）の管理や引き継ぎなど活動休止の際に必要な手続きについて検討します。 

8．横断旗設置について 

 ・通学路の安全を確保するため横断旗の設置交渉を行っています。 

・市道は OK。都道(中程久保・もはんクリーニング前)への横断旗の置き旗については不可

でしたが、引き続き交渉中です。 

・以前、中程久保の横断歩道に横断旗が設置されていたそうです。 

・旗を入れる入れ物にゴミを入れられてしまう、台風時は撤去が必要等管理上の問題点が

挙がってきました。長期休みのみ設置、要望のある個人に渡すなど、引き続き検討しま

す。 

 

＜お知らせ＞ 

・「夢が丘小学区内安全マップ」を更新しました。危険個所の再調査を行い、写真と地図を

新しくしました。夢小ホームページに掲載しています。ぜひご活用ください。

https://yumegaokapta.jimdofree.com/home/kougai/anzen-map/ 

・「ＰＴＡ広報誌どりーむ３７号」を発行し、音楽発表会の前日に配布しました。先生をは

じめ学校で子供たちがお世話になっている方々を網羅してお写真とともにご紹介しました。 

・夢小開校 20周年をお祝いし PTAからは周年行事積立金よりクロムブックケース等をプレゼ

ントしました。 

・近日中に規約改正の臨時総会を 39メールにて開催予定です。ご協力をお願いいたします。 

 

＜ご報告＞ 

・ピーポ君の家の登録について、新規に 7軒お願いし 2軒から了承を得ました(クオリア動物

病院併設のアプリカスカフェ、麦倉眼科の眼鏡屋)。 

・12月 3日土曜日に家庭教育委員会「JAZZ音楽に触れよう！ジャズ・ピアノ♪コンサート」

を開催しました。 

 

＜今後の日程＞ 

12月：臨時総会書面開催 

1月：第 5回運営委員会 

   Piita登録を会員へお願いする第 2弾アンケートの内容精査、今後の PTA活動の中心

となる校外活動内容の見直し、活動休止の場合の手続き等について 

  

以上 


